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●姉妹クラブ 

 龍仁ロータリークラブ 

 国際ロータリー第 3600 地区 

●姉妹クラブ 

 千曲川ロータリークラブ 

 国際ロータリー第 2600 地区 

●提唱インターアクトクラブ 

 光明学園相模原高等学校 

 インターアクトクラブ 

                                     
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
         
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             

 

     

     

今月から当クラブには、二人の行政書士が在 

     籍することになります。そこで今回は皆さんに 

     あまり知られていない行政書士の世界について、 

     お話しさせていただきます。 

１．司法書士とどう違うの？ 

そもそも、この世の中に行政書士と司法書士 

が、別々に存在するということをご存知ない方 

も多いようです。我々行政書士は、「司法書士 

さん！」と呼ばれることがよくありますし、逆 

に司法書士も同様と聞きます。 

 

(1)例えば、相続手続き 

それでは、相続手続きを例に具体的にお話し 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
田後 隆二 

してみましょう。相続手続きには、行政書士・ 

司法書士・税理士・弁護士など複数の士業が関 

わる可能性があります。 

行政書士の立場から、士業の棲み分けを整理 

してみると（他士業から異論があると思います 

が）、まず相続人や相続財産の調査は行政書士 

が行います。相続人の調査は、戸籍を遡って調 

べます。兄弟間の相続の場合には、江戸時代の 

年号が出てくることもしばしばありますので、 

判読すら難しい場合もあります。 

相続関係説明図や遺産分割協議書の作成も行 

政書士の業務範囲です。そして、不動産登記は 

司法書士、相続税の申告は税理士、当事者間で 

 

相模原中ロータリークラブ 

会 長 黛 裕治  幹 事 櫻内 康裕 

 



 
 

話し合いがまとまらない場合は、弁護士の出番で 

す。ただし、垣根を超えて（それなりの理由を付 

けて）、他士業の分野に入り込むこともあります 

ので、単純に整理することはできません。最近の 

ニュースを賑わせている、隣国間の領土問題にも 

似ています。 

 

(2)例えば、会社設立手続き 

次に会社設立手続きを例に取ってみます。会社 

の中でも株式会社を設立するためには、まず事業 

計画の立案、資金集めなどが必要になりますが、 

最後には法的書類にまとめて、登記申請を行う必 

要があります。 

まずは定款の作成です。会社の商号、目的、本 

    店所在地、役員、出資者・出資額、決算期が主な 

    ポイントで、あとはよくある雛形に当てはめれば 

出来てしまいそうですが、オリジナリティの高い 

定款を作成するとなると、会社法等を良く勉強し 

なければならず、なかなか難しいものです。 

定款を代理人として作成できるのは、本来、弁 

    護士と行政書士だけですが、登記申請に必要な書 

    類として司法書士も作成できると主張し、それで 

    実際に受け付けられています。 

株式会社の定款には、公証人の認証が必要です。 

定款の作成と、公証人の認証嘱託を代理人として 

行い、その他登記申請に必要な添付書類を全て準 

備するところまで行政書士が行えます。 

できないのは、最後の登記申請を代理人として 

行うところだけです。ここは司法書士に任せます。 

 

    (3)行政書士の歴史 

行政書士と司法書士とでは、法律の所管官庁が 

    異なります。現在、行政書士は総務省（旧自治省）、 

    司法書士は法務省です。現在の状況に至るまでに 

は、長い歴史があります。 

ア．江戸時代の代書屋 

行政書士と司法書士とは、ルーツは同じだと考 

えられています。江戸時代までは、立法・行政・ 

司法が未分化で、いわゆる「御上」がすべての権 

力を掌握していましたから。代書屋に行政と司法 

の区別は無縁でした。 

イ．明治の代書人 

 

 

 

しかし、近代的司法制度の導入を目指した明治 

政府は、太政官達「司法職務定制」を明治 5年に 

定めました。この中に司法省、裁判所、判事・検 

事に関する規定が盛り込まれました。 

ここに登場する代書人は、司法代書人と呼ばれ、 

市町村役場や警察署等に提出する書類の代書人 

（行政代書人）とは、この頃から分かれ始めたも 

と思われます。 

その後、明治 30年代後半には行政代書人たる 

と、司法代書人たるとを問わず、悪質な代書人を 

取り締まる目的で、警視庁令や各都道府県令で代 

書人取締規則が定められました。その意味では、 

まだ行政代書人と司法代書人の区別はありません 

でした。 

 

ウ．戦後の行政書士 

平成 26年 2月 22日に行政書士法が公布、3月 

1日より施行され、数次の改正を経て現在に至っ 

ています。 

自らを「身近な街の法律家」などと称して、業 

務拡大を図っていますが、商業登記を行政書士が 

行えるようにする改正は実現せずに至っています。 

一方、司法書士会は権利義務に関する書類の作成 

に食指を伸ばしてきているところです。 

 

２．できる行政書士の見分け方 

(1)登録番号を見れば、新人が分かる 

私の登録番号は「00099135」で、あたまの 2桁 

「00」は、2000 年登録であることを表しています。 

次の 2桁「09」は、当初登録時に入会した都道 

府県行政書士会の番号です。 

神奈川県は「09」、東京都は「08」です。下 4 

桁は全国通した連番です。従って、登録番号を見 

ただけで新人かベテランかの区別がついてしまい 

ます。一般に、このことはあまり知られていない 

かもしれませんが、行政書士自身は良く知ってい 

ます。 

新人に限って充実したホームページを掲げてい 

る場合がありますが、登録番号を明記していない 

場合は要注意です。ほとんど経験のない素人同然 

かもしれません。 

なお、行政書士は試験合格だけでなく、弁護士、 

 



 

      

弁理士、公認会計士、税理士となる資格を有する 

者、そして行政事務経験 20年以上の者も登録で 

きます。 

 

(2)一人前になるまでに 10 年以上かかる 

そもそも、行政書士は試験と実務が大きくかけ 

離れています。試験に合格しただけでは何も仕事 

はできません。例えば、多くの行政書士が手掛け 

ている業務に建設業許可があります。申請・届出 

だけでなく、経営事項審査申請、入札参加資格申 

請、入札コンサルなど奥が深い業務です。 

このような一つの業務をマスターするだけで、 

数年かかりますので、だいたいの業務が判るよう 

になるまで 10年以上掛かります。何年経っても 

初めて経験する業務は多々あるものです。 

 

３．行政書士の上手な使い方 

(1)官公署に提出する書類の作成だけではない 

行政書士という名前からして、行政庁に提出す 

る書類の作成が業務の中心になりますが、国、県、 

市町村等を含め、行政権は巨大です。 

巨大すぎて、対応しきれていないのが現実です 

が、それに加えて権利義務に関する書類の作成、 

事実証明に関する書類作成も我々の業務です。 

行政書士が何の専門家なのか、一言で表現でき 

ないのは、このような事情にもよります。 

 

(2)権利義務・事実証明に関する書類の作成 

権利義務に関する書類とは、権利の発生、存続、 

変更、消滅の効果を生じされることを目的とする 

意思表示を内容とする書類のことで、売買契約書 

などの財産関係の書類だけでなく、婚姻届出書の 

ような身分関係の書類も含みます。民間団体への 

申請書類も含まれます。 

事実証明に関する書類には、落語「代書屋」に 

も出てくる履歴書の作成なども挙げられますが、 

交通事故現場調査報告書や知的資産経営報告書 

などもあり、会計帳簿もこれに含まれるとされて 

います。 

 

 

 

(3)要するに… 

我が国には、弁護士以外にいくつもの法律系士 

業が存在しています。医師にそれぞれ専門がある 

ように、一人であらゆる専門分野に精通すること 

は不可能です。 

そうであれば守備範囲の広い専門家に、まず相 

談してみて、必要であれば他の専門家へ橋渡しを 

してもらうというのが上手な専門家の使い方です。 

 

会長の時間 

 

 桜も散り始めており 

ますが、明後日は私の 

幼稚園の入園式があり 

何とか桜をバックに、 

記念写真を撮りたいと 

思っています。 

 最近、TV で春先の 

行事として「イースタ 

ー」を取り入れたイベントをしているところが多 

いようですが、イースターをご存知でしょうか？ 

 イースターは「復活祭」とも呼ばれ、キリスト 

教では最も重要な行事であり、十字架に架けられ 

亡くなったイエス・キリストが三日目に復活した 

ことを記念する祝日になります。 

 日本では、春の仏教行事として「灌仏会」が４ 

月８日にあり、お釈迦様の誕生を祝う行事で一般 

には“花祭り”の名で親しまれています。 

 花園に見たてて、花で飾った「花御堂」に、釈 

迦の誕生仏を安置して法令を行い、仏頂に甘茶を 

注いで祝います。        

 また本日より、「泳げ鯉のぼり相模川」の協賛 

金を皆様にお願いしておりますが、今年度、まだ 

重要な活動を１つ残しております。ロータリー財 

団への寄付のお願いです。 

 現在レートが 1㌦＝120円位ですが、1人 2万 

円でお願いしたく、次週例会より、ロータリー財 

団委員長が受付を致しますので、皆様のご協力を 

宜しくお願い致します。    （概要にて掲載） 

 



 

 

    ＜委員会報告＞ 

    ロータリー情報委員長      金沢 邦光 

     まだ少し先ですが、後 

半期の情報集会を、来月 

に行いたいと思います。 

予定は、Ａグループが 

5月 12日（火）、Ｂグル 

ープが 5月 26日（火）、 

18:30～、場所は未定で 

すが、ＡかＢの日程のどちらか、ご都合の良い日 

を選んで頂いて、両日のどちらかには必ずご出席 

をお願い致します。 

     内容的には、次年度に向けての活動を中心に行 

いますので、今年度及び次年度会長・幹事には両 

日ご出席をお願い致します。出欠席は、次々週 21 

日から回覧させて頂きます。  （概要にて掲載） 

 

 

 

●黛会長、櫻内幹事 

    ①今日は肌寒いですが、体調には気をつけて下さ 

     い。本日はオブザーバーで、池之上さんをお呼 

     びしました。宜しくお願いします。 

    ②お祝の皆さん、おめでとうございます。 

    ③田後会員、卓話宜しくお願い致します。 

    ●竹田 繁会員 

①誕生日を祝って頂きまして、誠にありがとうご 

 ざいます。69 才になりましたよ。 

②会員の皆様には本年も「鯉のぼり協賛金」のご 

 協力ありがとうございます。 

●小崎 直利会員 

 お祝い、ありがとうございます。32 才になりま 

 した。これからも、いろいろとご指導よろしく 

 お願い致しました。 

●老沼 秀夫会員 

①会員誕生日祝の皆さん、おめでとうございます。 

     一年、元気で頑張って下さい。 

②田後先生、卓話楽しみに聞かせてもらいます。 

 脱線して下さい。  

 

 

 

●冣住 悦子会員 

 誕生日を祝って頂き、ありがとうございます。 

 昨日 50 才になりました。まだ、折り返し地点 

 です。 

●田後 隆二会員 

①会員誕生日祝の皆様、おめでとうございます。 

②今日は勝手なことを話させて頂きます。早退で 

 きません。 

●菊地 啓之会員 

①本日、卓話の田後会員、ご苦労様です。 

②会員誕生日祝の皆様、おめでとうございます。 

●瀬戸 裕昭会員 

①本日、卓話の田後会員ご苦労様です。「知らな 

い世界」勉強させて頂きます。 

②誕生日祝を受けられる竹田会員、冣住会員、 

 荻原会員、小崎会員、おめでとうございます。 

●甲斐 美利会員、江成 利夫会員 

①4 月の会員誕生日祝を受けられる方々、おめで 

とうございます。 

②本日、卓話の田後会員宜しくお願い致します。 

③池之上さん、本日はようこそ。 

●小野 孝会員、豊岡 淳会員 

①4 月誕生日祝の竹田さん、冣住さん、荻原さん、 

 小崎さん、おめでとうございます。 

②本日、卓話の田後さん、楽しみにしています。 

 よろしくお願いします。 

●阿部 毅会員 

①本日、卓話の田後会員よろしくお願いします。 

②会員誕生日の皆様、おめでとうございます。 

③本日お越しの池之上様、ようこそ。新しい仲間 

 に早く加わって下さい 

●伊倉 正光会員 

①田後会員の卓話、楽しみにしています。 

②会員誕生日祝の皆様、おめでとうございます。 

●中里 和男会員 

 会員誕生日祝の皆様、おめでとうございます。    

●横溝 志華会員 

①本日お祝の皆様、おめでとうございます。 

②田後会員の卓話、楽しみにしています。 

        



 

 

     

１．役員・理事 

役 員（〇印は理事兼務） 

〇会 長 豊岡  淳 

〇会長エレクト 櫻内 康裕 

〇副会長 冣住 悦子 

〇直前会長 黛  裕治 

 幹 事 冣住 悦子 

 会場監督 江成 利夫 

 会 計 小野  孝 

（副幹事） 早川 正彦 

理      事 

クラブ管理運営委員長 田後 隆二 

会員組織委員長 金沢 邦光 

奉仕プロジェクト委員長 伊倉 正光 

Ｒ財団・米山委員長 阿部  毅 

公共イメージ委員長 横溝 志華 

 

２．会場監督 

会場監督 江成 利夫 

副会場監督 老沼 秀夫、荻原 利彦 

 

３．会計・会計監査 

会 計 小野  孝 

副会計 伊倉 正光 

会計監査 早川 正彦 

副会計監査 松尾 秋夫 

 

４．クラブ管理運営委員会   委員長・理事 田後 隆二 

委員会 委員長 副委員長 委員 

例会親睦 

（合唱、スマイ

ル、出席・プログ

ラム・会報を含） 

田後隆二 甲斐美利 

川合貞義、永保固紀 

竹田 繁、丸子勝基 

菊地啓之、中里和男 

小崎直利 

姉妹クラブ 黛 裕治 
櫻内康裕 

㝡住悦子 

 

   ◎会員組織委員会       委員長・理事 金沢 邦光 

委員会 委員長 委員 

会員増強（職業分類、 

会員選考含） 
金沢邦光 

丸子勝基、老沼秀夫、竹田繁、

田所毅、早川正彦、櫻内康裕、 

ロータリー情報 江成利夫 瀬戸裕昭、黛裕治 

 

 

 

 

◎奉仕プロジェクト委員会  委員長・理事 伊倉正光 

委員会 委員長 委員 

国際奉仕・職業奉仕 伊倉正光 
小野孝、神田達治 

荻原利彦 

社会奉仕・青少報奉仕 早川正彦 
櫻内康裕、加賀治夫、

佐々木敏尚 

◎Ｒ財団・米山委員会    委員長・理事 阿部 毅 

委員会 委員長 委員 

ロータリー財団 阿部 毅 田所毅、中里和男 

米山記念奨学会 佐々木敏尚 横溝志華、松尾秋夫 

◎公共イメージ委員会   委員長・理事 横溝 志華 

委員会 委員長 委員 

クラブ広報・雑誌 横溝志華 
神田達治、川合貞義、

佐々木裕 

◎特別委員会 

委員会 委員長 副委員長 委員 

指 名 永保固紀 金沢邦光 

江成利夫、瀬戸裕

昭、黛裕治、豊岡淳、 

櫻内康裕 

細則改正 豊岡 淳 冣住悦子 
瀬戸裕昭、黛裕治、 

櫻内康裕 

 

＜新会員候補者の紹介＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

櫻内 康裕 

本日はオブザーバーとしてのご参加ですが、 

池之上和哉さんです。会社は㈱ジムオールで、 

事務機器やコピー機のリース・販売がメイン 

です。じつは、社長に入会を打診したのです 

が、営業部長の池之上さんをということにな 

りました。ぜひコピー機などで利用してあげ 

て下さい。宜しくお願いします。 （概要にて） 



 
 
    報告事項 

１．第２７８０地区ガバナー事務所より 

     特に報告事項はありません。 

 

    ※次年度委員会組織表（案）を配布しております。

ご確認の上、変更または異議がございましたら、

次年度会長・幹事まで申し出下さい。 

 

    ＜理事会報告＞ 

    ①年度末「最終例会」日程の件 

     当初予定：6/23日最終例会、/30日例会取止め 

     6/23 日に、現及び次年度合同会長幹事会あり。 

     6/30 日に、次年度会員増強セミナーの予定あり。 

     よって、6/23 日及び/30 日以外の日程で検討。 

     また一泊例会とするか、夜間例会とするかは、 

     会長・幹事の意向を踏まえ、後日決定する。 

    ②韓国・龍仁 RCとの打合せの件。 

     4/14 日に阿部会員と江成会員が訪韓し、龍仁

RC との打合せを行う。 

     当クラブは会員数や財政面から「友好クラブ」

としての継続を依頼、打診して頂く。 

    ③鯉のぼり協賛金依頼の件。 

     社会奉仕予算より 5万円を承認（前回と同額） 

 

例会プログラム 

    ４月１４日卓話「インサイダー取引規制」 

        伊倉 正光会員 

   ※１９日（日）地区研修協議会 

      12:30 点鐘 「県立保健福祉大学」 

    ２１日卓話 甲斐 美利会員 

出席報告 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

        

         ありません 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・中里 和男会員 １９７９年３月 ６日 

・丸子 勝基会員 ２００１年３月１９日 

・黛  裕治会員 ２００７年３月２０日 

 

・竹田  繁会員 ４月 １日 

・㝡住 悦子会員 ４月 ６日 

・荻原 利彦会員 ４月１６日 

・小崎 直利会員 ４月２０日 

＜お祝ショートスピーチ     㝡住 悦子＞ 

誕生日祝をありがとうござ 

います。お陰様で、今年 50才 

を迎えました。50才は「知名 

（ﾁﾒｲ）」と言い、論語の「五十 

にして天命を知る」からきて 

いるそうです。因みに、40才 

は「不惑」だそうです。 

 まだまだ頑張りますので、これからも末長く、 

宜しくお願い致します。（概要にて掲載） 

 

例会記録 

点  鐘  １２時３０分 

場  所  相模原市民会館「けやきの間」 

司  会  甲斐 美利 ＳＡＡ 

斉  唱  「国歌君が代」 

ロータリーソング「四つのテスト」 

ソングリーダー 横溝 志華会員 

ゲ ス ト 池之上 和哉氏（新会員候補者） 

会 員 出席（出席対象 19名） 事前メイク者 

２９名 ２３名 １名 

欠席者 本日の出席率 修正出席率(3/24) 

２名 ９２．３１％ １００％ 

●事務局 〒252-0239 相模原市中央区中央 3-12-3    ●例会日 毎週火曜日 12:30～13:30 

相模原商工会館３Ｆ  ●編 集（親睦活動委員会）  

TEL 042-758-5750 FAX 042-758-1605      委員長   荻原 利彦 

●例会場 相模原市民会館「けやきの間」             副委員長    伊倉 正光 

〒252-0239 相模原市中央区中央 3-13-15        委 員 佐々木裕、神田達治、松尾秋夫、田所毅 

TEL 042-752-4710 FAX 042-753-2000            金沢邦光、阿部毅、横溝志華、早川正彦 

●E-mail: rotary@tbg.t-com.ne.jp           ●http://sagamihara-naka.sakura.ne.jp 
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